
⾚字︓今回改正箇所

（※今回改正された様式の内「改元の修正」及び「注意書き修正（⼯業→産業）」のみの修正であった様式は新旧対照表の作成を省略している。）

新 旧

中国地方整備局用地関係業務請負基準　別記様式２（用地調査等業務共通仕様書（案））　新旧対照表

(R2.3.17改正)

用地調査等業務共通仕様書

第１章 総則

（趣旨等）

第１条 この用地調査等業務共通仕様書（以下「仕様書」という ）は、国土交通省中国地方整。

備局の所掌する国の直轄事業（官庁営繕部、港湾局及び航空局の所掌に属するものを除く ）。

、 、 （ 「 」に必要な土地等の取得等に伴う測量 調査 補償金額の算定等業務 以下 用地調査等業務

という ）を請負に付する場合の業務内容その他必要な事項を定め、もって業務の適正な執行。

を確保するものとする。

２ 業務の発注に当たり、当該業務の実施上この仕様書により難いとき又はこの仕様書に定め

のない事項については、発注者が別途定める特記仕様書によるものとし、適用に当たっては

特記仕様書を優先するものとする。

３ については、別に定める各共通仕用地補償総合技術業務及び用地アセスメント調査等業務

様書によるものとする。

（用語の定義）

第２条 この仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

一 「発注者」とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官

若しくは分任契約担当官をいう。

二 「受注者」とは、用地調査等業務の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人若し

。 、 。くは会社その他の法人をいう 又は 法令の規定により認められたその一般承継人をいう

三 「監督職員」とは、契約書及び仕様書等に定められた範囲内において、受注者又は主任

担当者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第9条第1項に規定する者

であり、総括監督員、主任監督員及び監督員を総称していう。

「 」 、 、 、 、四 総括監督員 とは 統括監督業務を担当し 主に受注者に対する指示 承諾又は協議

及び関連業務との調整のうち重要なものの処理を行う者をいう。また、仕様書等の変更、

一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における契約担当官等（会計法（昭和2

2年法律第35号）第29条の3第1項に規定する契約担当官をいう ）に対する報告等を行うと。

ともに、主任監督員及び監督員の指揮監督並びに用地調査等業務のとりまとめを行う者を

いう。

五 「主任監督員」とは、主任監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾又は協議

（重要なもの及び軽易なものを除く ）の処理、業務の進捗状況の確認、仕様書等の記載内。

容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査で重要なものの処理及び関連業務との

調整（重要なものを除く ）の処理を行う者をいう。また、仕様書等の変更、一時中止又は。

契約の解除の必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うとともに、監督

員の指揮監督並びに主任監督業務及び一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。

六 「監督員」とは、一般監督業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議で

軽易なものの処理、業務の進捗状況の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その

他契約の履行状況の調査（重要なものを除く ）を行う者をいう。また、仕様書等の変更、。

一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における主任監督員への報告を行うと

ともに、一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。

七 「検査職員」とは、用地調査等業務の完了検査及び指定部分に係る検査に当たって、契

約書第31条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。

（案）用地調査等業務共通仕様書

第１章 総則

（趣旨等）

第１条 この用地調査等業務共通仕様書（以下「仕様書」という ）は、国土交通省中国地方整。

備局の所掌する国の直轄事業（官庁営繕部、港湾局及び航空局の所掌に属するものを除く ）。

、 、 （ 「 」に必要な土地等の取得等に伴う測量 調査 補償金額の算定等業務 以下 用地調査等業務

という ）を請負に付する場合の業務内容その他必要な事項を定め、もって業務の適正な執行。

を確保するものとする。

２ 業務の発注に当たり、当該業務の実施上この仕様書により難いとき又はこの仕様書に定め

のない事項については、発注者が別途定める特記仕様書によるものとし、適用に当たっては

特記仕様書を優先するものとする。

３ につい用地補償総合技術業務、用地調査点検等技術業務及び用地アセスメント調査等業務

ては、別に定める各共通仕様書によるものとする。

（用語の定義）

第２条 この仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

一 「発注者」とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官

若しくは分任契約担当官をいう。

二 「受注者」とは、用地調査等業務の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人若し

。 、 。くは会社その他の法人をいう 又は 法令の規定により認められたその一般承継人をいう

三 「監督職員」とは、契約書及び仕様書等に定められた範囲内において、受注者又は主任

担当者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第9条第1項に規定する者

であり、総括監督員、主任監督員及び監督員を総称していう。

「 」 、 、 、 、四 総括監督員 とは 統括監督業務を担当し 主に受注者に対する指示 承諾又は協議

及び関連業務との調整のうち重要なものの処理を行う者をいう。また、仕様書等の変更、

一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における契約担当官等（会計法（昭和2

2年法律第35号）第29条の3第1項に規定する契約担当官をいう ）に対する報告等を行うと。

ともに、主任監督員及び監督員の指揮監督並びに用地調査等業務のとりまとめを行う者を

いう。

五 「主任監督員」とは、主任監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾又は協議

（重要なもの及び軽易なものを除く ）の処理、業務の進捗状況の確認、仕様書等の記載内。

容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査で重要なものの処理及び関連業務との

調整（重要なものを除く ）の処理を行う者をいう。また、仕様書等の変更、一時中止又は。

契約の解除の必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うとともに、監督

員の指揮監督並びに主任監督業務及び一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。

六 「監督員」とは、一般監督業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議で

軽易なものの処理、業務の進捗状況の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その

他契約の履行状況の調査（重要なものを除く ）を行う者をいう。また、仕様書等の変更、。

一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における主任監督員への報告を行うと

ともに、一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。

七 「検査職員」とは、用地調査等業務の完了検査及び指定部分に係る検査に当たって、契

約書第31条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。
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八 「主任担当者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第1

0条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。

九 「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第11条第1

項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。

十 「業務従事者」及び「担当技術者」とは、主任担当者のもとで業務を担当する者で、第

７条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。

十一 「契約書」とは 「中国地方整備局用地関係業務請負基準 （平成13年3月30日付け国中、 」

整一用第103号）別記様式1用地調査等業務請負契約書をいう。

十二 「仕様書等」とは、仕様書、特記仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説

明に対する質問回答書をいう。

十三 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加さ

れた図面並びに図面のもとになる計算書等をいう。

十四 「数量総括表」とは、用地調査等業務に関する工種、設計数量及び規格を示した書類

をいう。

十五 「現場説明書」とは、用地調査等業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該

用地調査等業務の契約条件を説明するための書類をいう。

十六 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注

者が回答する書面をいう。

十七 「指示」とは、監督職員が受注者に対し、用地調査等業務の遂行上必要な事項につい

て書面をもって示し実施させること及び検査職員が検査結果を基に受注者に対し、修補等

を求め実施させることをいい、原則として書面により行うものとする。

十八 「通知」とは、発注者若しくは監督職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しく

は監督職員に対し、用地調査等業務に関する事項について、書面をもって知らせることを

いう。

十九 「報告」とは、受注者が監督職員に対し、用地調査等業務の遂行に係わる事項につい

て、書面をもって知らせることをいう。

二十 「承諾」とは、受注者が監督職員に対し、書面で申し出た用地調査等業務の遂行上必

要な事項について、監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。

二十一 「協議」とは、書面により契約書及び仕様書等の協議事項について、発注者又は監

督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。

二十二 「照査」とは、受注者が、用地調査等業務の実施により作成する各種図面等や数量

計算等の確認並びに算定書等の検算並びに基準・運用方針への適合性及び補償の妥当性等

について検証することをいう。

二十三 「検査」とは、契約書及び仕様書等に基づき、検査職員が用地調査等業務の完了を

確認することをいう。

二十四 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発

見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

「 」 、 、 。二十五 協力者 とは 受注者が用地調査等業務の遂行に当たって 再委託する者をいう

二十六 「調査区域」とは､用地調査等業務を行う区域として別途図面等で指示する範囲をい

う。

二十七 「権利者」とは、調査区域内に存する土地、建物等の所有者及び所有権以外の権利

を有する者をいう。

二十八 「調査」とは、建物等の現状等を把握するための現地踏査、立入調査又は管轄登記

所（調査区域内の土地を管轄する法務局及び地方法務局（支局、出張所を含む ）等での。）

調査をいう。

八 「主任担当者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第1

0条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。

九 「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第11条第1

項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。

十 「業務従事者」及び「担当技術者」とは、主任担当者のもとで業務を担当する者で、第

７条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。

十一 「契約書」とは 「中国地方整備局用地関係業務請負基準 （平成13年3月30日付け国中、 」

整一用第103号）別記様式1用地調査等業務請負契約書をいう。

十二 「仕様書等」とは、仕様書、特記仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説

明に対する質問回答書をいう。

十三 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加さ

れた図面並びに図面のもとになる計算書等をいう。

十四 「数量総括表」とは、用地調査等業務に関する工種、設計数量及び規格を示した書類

をいう。

十五 「現場説明書」とは、用地調査等業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該

用地調査等業務の契約条件を説明するための書類をいう。

十六 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注

者が回答する書面をいう。

十七 「指示」とは、監督職員が受注者に対し、用地調査等業務の遂行上必要な事項につい

て書面をもって示し実施させること及び検査職員が検査結果を基に受注者に対し、修補等

を求め実施させることをいい、原則として書面により行うものとする。

十八 「通知」とは、発注者若しくは監督職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しく

は監督職員に対し、用地調査等業務に関する事項について、書面をもって知らせることを

いう。

十九 「報告」とは、受注者が監督職員に対し、用地調査等業務の遂行に係わる事項につい

て、書面をもって知らせることをいう。

二十 「承諾」とは、受注者が監督職員に対し、書面で申し出た用地調査等業務の遂行上必

要な事項について、監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。

二十一 「協議」とは、書面により契約書及び仕様書等の協議事項について、発注者又は監

督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。

二十二 「照査」とは、受注者が、用地調査等業務の実施により作成する各種図面等や数量

計算等の確認並びに算定書等の検算並びに基準・運用方針への適合性及び補償の妥当性等

について検証することをいう。

二十三 「検査」とは、契約書及び仕様書等に基づき、検査職員が用地調査等業務の完了を

確認することをいう。

二十四 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発

見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

「 」 、 、 。二十五 協力者 とは 受注者が用地調査等業務の遂行に当たって 再委託する者をいう

二十六 「調査区域」とは､用地調査等業務を行う区域として別途図面等で指示する範囲をい

う。

二十七 「権利者」とは、調査区域内に存する土地、建物等の所有者及び所有権以外の権利

を有する者をいう。

二十八 「調査」とは、建物等の現状等を把握するための現地踏査、立入調査又は管轄登記

所（調査区域内の土地を管轄する法務局及び地方法務局（支局、出張所を含む ）等での。）

調査をいう。
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二十九 「調査書等の作成」とは、外業調査結果を基に行う各種図面の作成、補償額等算定

のための数量等の算出及び各種調査書の作成をいう。

三十 「基準」とは、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準（平成13年1月6日国

土交通省訓令第76号）をいう。

三十一 運用方針 とは 国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準の運用方針 平「 」 、 （

成15年8月5日付け国総国調第57号国土交通事務次官通知）をいう。

「精度監理」とは、権利者に対し適正かつ公平な補償を実現するために、基準・運三十二

用方針への適合性、補償の妥当性等について、発注者が受注者とは別に第三者の判断を得

ることをいう。

（※省略）

二十九 「調査書等の作成」とは、外業調査結果を基に行う各種図面の作成、補償額等算定

のための数量等の算出及び各種調査書の作成をいう。

三十 「基準」とは、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準（平成13年1月6日国

土交通省訓令第76号）をいう。

三十一 運用方針 とは 国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準の運用方針 平「 」 、 （

成15年8月5日付け国総国調第57号国土交通事務次官通知）をいう。

「成果物の点検・調整確認」とは、用地調査点検等技術業務共通仕様書（案）第32三十二

条に規定する作業をいう。

（※省略）
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（用地調査等業務の区分）

第９条 この仕様書によって履行する用地調査等業務は、次の各号に定めるところにより行う

ものとする。

一 用地測量は、測量法（昭和24年法律第188号）第33条の規定に基づく国土交通省公共測量

作業規程により行うものとし、この仕様書においては、用地測量の実施に当たって必要と

なる細目を定めるものとする。

二 建物は、表１により木造建物〔Ⅰ 、木造建物〔Ⅱ 、木造建物〔Ⅲ 、木造特殊建物、非〕 〕 〕

木造建物〔Ⅰ〕及び非木造建物〔Ⅱ〕に区分する（第14章 地盤変動影響調査等を実施する

する場合を除く 。。）

（※省略）

表３ 立竹木区分

区 分 判 断 基 準

庭 木 等 まつ、かや、まき、つばき等の立木で、観賞上の価値又は防風、防雪そ

の他の効用を有する住宅 店舗 工場等の敷地内に植裁されているもの 自、 、 （

生木を含み、庭園及び墳墓を構成するものを除く ）をいい、次に掲げる。

種別により区分する。

Ａ 観 賞 樹

観賞上の価値を有すると認められる立木であって、高木（針葉樹及び

広葉樹 、 、 、 、特殊樹（観賞用竹を含む）をい） 株物類 玉物類 生垣用木

う。

① 高 木 モミジ、ハナミズキなどのように主幹と側枝の区分が概ね

明らかで、樹高が大きくなるものをいう。

② 株 物 アジサイ、ナンテンなどのように、通常幹又は枝が根元か

ら分枝したもので、樹高が大きくならないものをいう。

、 、③ 玉 物 マメツゲ ツツジなどのように枝葉が地上近くまで繁茂し

、 。全体として球状を呈し 樹高が大きくならないものをいう

④ 生 垣 宅地等の境界付近において直線的に密植したもので、囲障

に相当するものをいう。

⑤ 特殊樹 ①～④に該当するものを除く。

Ｂ 利 用 樹

防風、防雪その他の効用を目的として植裁されている立木で、主に屋

敷回りに生育するものをいう。

Ｃ 風 致 木

名所又は旧跡の風致保存を目的として植裁されている立木又は風致を

保たせるために植裁されている立木をいう。

Ｄ 地 被 類

観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、木本系及び草本系をい

う。

（※省略）

（用地調査等業務の区分）

第９条 この仕様書によって履行する用地調査等業務は、次の各号に定めるところにより行う

ものとする。

一 用地測量は、測量法（昭和24年法律第188号）第33条の規定に基づく国土交通省公共測量

作業規程により行うものとし、この仕様書においては、用地測量の実施に当たって必要と

なる細目を定めるものとする。

二 建物は、表１により木造建物〔Ⅰ 、木造建物〔Ⅱ 、木造建物〔Ⅲ 、木造特殊建物、非〕 〕 〕

木造建物〔Ⅰ〕及び非木造建物〔Ⅱ〕に区分する（第14章 地盤変動影響調査等を実施する

する場合を除く 。。）

（※省略）

表３ 立竹木区分

区 分 判 断 基 準

庭 木 等 まつ、かや、まき、つばき等の立木で、観賞上の価値又は防風、防雪そ

の他の効用を有する住宅 店舗 工場等の敷地内に植裁されているもの 自、 、 （

生木を含み、庭園及び墳墓を構成するものを除く ）をいい、次に掲げる。

種別により区分する。

Ａ 観 賞 樹

観賞上の価値を有すると認められる立木であって、高木（針葉樹及び

広葉樹 、 、 、 、特殊樹（観賞用竹を含む）をいう。） 株物 玉物 生垣

① 高 木 モミジ、ハナミズキなどのように主幹と側枝の区分が概ね

明らかで、樹高が大きくなるものをいう。

② 株 物 アジサイ、ナンテンなどのように、通常幹又は枝が根元か

ら分枝したもので、樹高が大きくならないものをいう。

、 、③ 玉 物 マメツゲ ツツジなどのように枝葉が地上近くまで繁茂し

、 。全体として球状を呈し 樹高が大きくならないものをいう

④ 生 垣 宅地等の境界付近において直線的に密植したもので、囲障

に相当するものをいう。

⑤ 特殊樹 ①～④に該当するものを除く。

Ｂ 利 用 樹

防風、防雪その他の効用を目的として植裁されている立木で、主に屋

敷回りに生育するものをいう。

Ｃ 風 致 木

名所又は旧跡の風致保存を目的として植裁されている立木又は風致を

保たせるために植裁されている立木をいう。

Ｄ 地 被 類

観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、木本系及び草本系をい

う。

（※省略）
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第２章 用地調査等業務の基本的処理方法

第１節 用地調査等業務の実施手続

（※省略）

（書類提出）

、 、 、第１２条 受注者は 発注者が指定した様式により 契約締結後に関係書類を監督職員を経て

発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金に係る請求書、請求代金代理

受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の

際に指定した書類を除く。

２ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を

定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなけ

ればならない。

３ 受注者は、契約時又は変更時において請負代金の額が100万円以上の業務について、業務実

績情報システム（以下「テクリス」という ）に基づき、契約・変更・完了時に業務実績情報。

として「登録のための確認のお願い」 、契約時は契約締結後15日（休日等を除く ）を作成し 。

以内に、登録内容の変更時は変更があった日から15日（休日等を除く ）以内に、完了時は業。

務完了後15日（休日等を除く ）以内に、 、登録機。 書面により監督職員の確認を受けたうえで

関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、作業計画書に示した技術者

とする（担当技術者の登録は８名までとし、受注者が設計共同体である場合は、構成員ごと

に８名までとする 。。）

４ 受注者は、契約時において、予定価格が1,000万円を超える競争入札により調達される補償

コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、テクリスに業務実

績情報を登録する際は、 「登録のための確認のお業務名称の先頭に「 低 」を追記した上で【 】

願い」を作成し、監督職員の確認を受けること。

受注者は登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウン５ 前２項において、

なお、変更時と完了時の間が、15日ロードし、直ちに監督職員に提出しなければならない。

間（休日等を除く ）に満たない場合は、変更時の を省略できるものとする。。 提出

においては、速や６ 前3項において、受注者は本業務の完了後において訂正又は削除する場合

かに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請し、登録後にはテクリスより「登録内

しなければならない。容確認書」をダウンロードし、発注者に提出

（※省略）

第２章 用地調査等業務の基本的処理方法

第１節 用地調査等業務の実施手続

（※省略）

（書類提出）

、 、 、第１２条 受注者は 発注者が指定した様式により 契約締結後に関係書類を監督職員を経て

発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金に係る請求書、請求代金代理

受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の

際に指定した書類を除く。

２ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を

定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなけ

ればならない。

３ 受注者は、契約時又は変更時において請負代金の額が100万円以上の業務について、業務実

績情報システム（以下「テクリス」という ）に基づき、契約・変更・完了 時に業務実。 ・訂正

作成した テクリスから監督職員にメール送信績情報として 「登録のための確認のお願い」を

、契約時は契約締結後15日（休日等を除く ）以内に、登録し、監督職員の確認を受けた上で 。

内容の変更時は変更があった日から15日（休日等を除く ）以内に、完了時は業務完了後15日。

（休日等を除く ）以内に、 、登録機関に登録申請しなければならない。なお、。 訂正時は適宜

、 （ 、登録できる技術者は 作業計画書に示した技術者とする 担当技術者の登録は８名までとし

受注者が設計共同体である場合は、構成員ごとに８名までとする 。。）

４ 受注者は、契約時において、予定価格が1,000万円を超える競争入札により調達される補償

コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、テクリスに業務実

績情報を登録する際は 「登録のための確認のお願、「低価格入札である」にチェックした上で

い」を作成し、監督職員の確認を受けること。

登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督職員にメー５ 前２項において、

なお、変更時と完了時の間が、15日間（休日等を除く ）に満たない場合は、ル送信される。 。

変更時の を省略できるものとする。登録申請

おいても同様６ 前３項において、受注者は本業務の完了後において訂正又は削除する場合に

、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関にに、テクリスから発注者にメール送信し

登録申請しなければならない。

（※省略）
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（監督職員への進捗状況の報告）

契約書第15条の規定に基づき、履行状況報告（様式第６号）を作成し、第２２条 受注者は、

提出は、原則毎月とするが、監督職員の指示により監監督職員に提出しなければならない。

督職員の指示する時期とすることができるものとする。

２ 受注者は、監督職員から用地調査等業務の進捗状況について調査又は報告を求められたと

きは、これに応じなければならない。

３ 受注者は、前項の進捗状況の報告に主任担当者を立ち会わせるものとする。

（成果物の一部提出等）

第２３条 受注者は、用地調査等業務の実施期間中であっても、監督職員が成果物の一部の提

出を求めたときは、これに応ずるものとする。

２ 監督職員は、前項で提出した成果物の一部について、その報告を求めることができる。受

注者は、当該報告に主任担当者及び監督職員の求めに応じて照査技術者を立ち会わせるもの

とする。

３ 受注者は、用地調査等業務のうち を実施するものとされたものに成果物の点検・調整確認

ついては、監督職員の指示により第24条に定める成果物の提出に先立って仮提出をしなけれ

ばならない。

（成果物）

第２４条 受注者は、次の各号により成果物を作成するものとする。

一 用地調査等業務の区分及び内容ごとに整理し、編集する。

、 、 （ ）、 。二 表紙には 契約件名 年度 又は履行期限の年月 発注者及び受注者の名称を記載する

三 目次及びページを付す。

四 容易に取りはずすことが可能な方法により編綴する。

２ 本仕様書に様式の定めがないものは、監督職員の指示による。

３ 提出する成果物は、 成果物一覧表に掲げる成果物等で特記仕様書に掲げる成果物と別表１

し、部数は、正副各１部とする。

４ 受注者は、成果物の作成に当たり使用した調査表等の原簿を契約書第40条に定める瑕疵担

保の期間保管し、監督職員が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。

（※省略）

（ 対象業務の対応）成果物の点検・調整確認

第２８条 受注者は、第23条第3項で仮提出した成果物の内容等について、監督職員から質問又

は問い合わせ等があったときは、必要な資料等を示し、これに答えるものとする。

２ 受注者は、仮提出した成果物の内容等について、監督職員から再検討又は修補の指示があ

ったときは、速やかに、これに応ずるものとする。

３ 受注者は、前項の修補の指示項目以外の項目についても、これに類する項目があると認め

るときは、これを修補するものとする。

（※省略）

（監督職員への進捗状況の報告）

業務を実施した場合、用地調査等業務日報（様式第6号の1）を作成して第２２条 受注者は、

ただし、外業等を伴わない簡易な作業については監督監督職員に提出しなければならない。

職員の指示により用地調査等業務週報（様式第6号の2）によることができるものとする。

２ 受注者は、監督職員から用地調査等業務の進捗状況について調査又は報告を求められたと

きは、これに応じなければならない。

３ 受注者は、前項の進捗状況の報告に主任担当者を立ち会わせるものとする。

（成果物の一部提出等）

第２３条 受注者は、用地調査等業務の実施期間中であっても、監督職員が成果物の一部の提

出を求めたときは、これに応ずるものとする。

２ 監督職員は、前項で提出した成果物の一部について、その報告を求めることができる。受

注者は、当該報告に主任担当者及び監督職員の求めに応じて照査技術者を立ち会わせるもの

とする。

３ 受注者は、用地調査等業務のうち を実施するものとされたものについては、監督精度監理

職員の指示により第24条に定める成果物の提出に先立って仮提出をしなければならない。

（成果物）

第２４条 受注者は、次の各号により成果物を作成するものとする。

一 用地調査等業務の区分及び内容ごとに整理し、編集する。

、 、 （ ）、 。二 表紙には 契約件名 年度 又は履行期限の年月 発注者及び受注者の名称を記載する

三 目次及びページを付す。

四 容易に取りはずすことが可能な方法により編綴する。

２ 本仕様書に様式の定めがないものは、監督職員の指示による。

３ 提出する成果物は、 成果物一覧表に掲げる成果物等で特記仕様書に掲げる成果別途定める

物とし、部数は、正副各１部とする。

４ 受注者は、成果物の作成に当たり使用した調査表等の原簿を契約書第40条に定める瑕疵担

保の期間保管し、監督職員が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。

（※省略）

（ 対象業務の対応）精度監理

第２８条 受注者は、第23条第3項で仮提出した成果物の内容等について、監督職員から質問又

は問い合わせ等があったときは、必要な資料等を示し、これに答えるものとする。

２ 受注者は、仮提出した成果物の内容等について、監督職員から再検討又は修補の指示があ

ったときは、速やかに、これに応ずるものとする。

３ 受注者は、前項の修補の指示項目以外の項目についても、これに類する項目があると認め

るときは、これを修補するものとする。

（※省略）
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第２節 数量等の処理

（建物等の計測）

第３５条 建物及び工作物の調査において、長さ、高さ等の計測単位は、メートルを基本とし

小数点以下第２位（小数点以下第３位四捨五入）とする。ただし、排水管等の長さ等で小数

点以下第２位の計測が困難なものは、この限りでない。

２ 建物及び工作物の面積に係る計測は、原則として、柱又は壁の中心間で行うこととする。

３ 建物等の構造材、仕上げ材等の厚さ、幅等の計測は、原則として、ミリメートルを単位と

する。

４ 立竹木の計測単位は、次の各号によるものとする。

一 幹周、胸高直径は、センチメートル（小数点以下第１位四捨五入）とする。

二 樹高、幹高、葉張、葉長点髙及び玉周は、メートルとし、小数点以下第１位（小数点以

下第２位四捨五入）までとする。

ただし 庭木等のうち 生垣及び特殊樹については センチメートル 小、 、 、 、 （株物類 玉物類

数点以下第１位四捨五入）とする。

、 、 、 、三 地被類 芝類 ツル性類及び竹林が植え込まれている区域の計測単位は メートルとし

小数点以下第１位（小数点以下第２位四捨五入）までとする。

（※省略）

第２節 数量等の処理

（建物等の計測）

第３５条 建物及び工作物の調査において、長さ、高さ等の計測単位は、メートルを基本とし

小数点以下第２位（小数点以下第３位四捨五入）とする。ただし、排水管等の長さ等で小数

点以下第２位の計測が困難なものは、この限りでない。

２ 建物及び工作物の面積に係る計測は、原則として、柱又は壁の中心間で行うこととする。

３ 建物等の構造材、仕上げ材等の厚さ、幅等の計測は、原則として、ミリメートルを単位と

する。

４ 立竹木の計測単位は、次の各号によるものとする。

一 幹周、胸高直径は、センチメートル（小数点以下第１位四捨五入）とする。

二 樹高、幹高、葉張、葉長点髙及び玉周は、メートルとし、小数点以下第１位（小数点以

下第２位四捨五入）までとする。

ただし、庭木等のうち 、 、生垣及び特殊樹については、センチメートル（小数株物 玉物

点以下第１位四捨五入）とする。

、 、 、 、三 地被類 芝類 ツル性類及び竹林が植え込まれている区域の計測単位は メートルとし

小数点以下第１位（小数点以下第２位四捨五入）までとする。

（※省略）
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第６章 建物等の調査

第１節 調査

（※省略）

第２節 調査書等の作成

（建物等の配置図の作成）

第８０条 建物等の配置図は、前節の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。

一 建物等の所有者（同族法人及び親子を含む ）を単位として作成する。。

二 縮尺は、原則として、次の区分による。

（１）建物、庭園及び墳墓を除く工作物、庭木等を除く立竹木

100分の1又は200分の1

（２）庭園、墳墓、庭木等

50分の1又は100分の1

三 用紙は 標準化法 昭和24年法律第185号 第11条により制定された日本 規格 以、 （ ） （工業 工業

下「日本 規格」という ）Ａ列３番を用いる。ただし、建物の敷地が広大であるため記工業 。

載することが困難である場合には、日本 規格Ａ列２番によることができる（以下この工業

節において同じ 。。）

四 敷地境界線及び方位を明確に記入する。方位は、原則として、図面の上方を北の方位と

し図面右上部に記入する。

五 土地の取得等の予定線を赤色の実線で記入する。

、 、 、 。六 建物 工作物及び立竹木の位置等を記入し 建物 工作物及び立竹木ごとに番号を付す

ただし、工作物及び立竹木が多数存する場合には、これらの配置図を各々作成することが

できる。

七 図面中に次の事項を記入する。

（１）敷地面積

（２）用途地域

（３）建ぺい率

（４）容積率

（５）建築年月

（６）構造概要

（７）建築面積（一階の床面積をいう。以下同じ ）。

（８）建物延べ床面積

（※省略）

第６章 建物等の調査

第１節 調査

（※省略）

第２節 調査書等の作成

（建物等の配置図の作成）

第８０条 建物等の配置図は、前節の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。

一 建物等の所有者（同族法人及び親子を含む ）を単位として作成する。。

二 縮尺は、原則として、次の区分による。

（１）建物、庭園及び墳墓を除く工作物、庭木等を除く立竹木

100分の1又は200分の1

（２）庭園、墳墓、庭木等

50分の1又は100分の1

三 用紙は 標準化法 昭和24年法律第185号 第11条により制定された日本 規格 以、 （ ） （産業 産業

下「日本 規格」という ）Ａ列３番を用いる。ただし、建物の敷地が広大であるため記産業 。

載することが困難である場合には、日本 規格Ａ列２番によることができる（以下この産業

節において同じ 。。）

四 敷地境界線及び方位を明確に記入する。方位は、原則として、図面の上方を北の方位と

し図面右上部に記入する。

五 土地の取得等の予定線を赤色の実線で記入する。

、 、 、 。六 建物 工作物及び立竹木の位置等を記入し 建物 工作物及び立竹木ごとに番号を付す

ただし、工作物及び立竹木が多数存する場合には、これらの配置図を各々作成することが

できる。

七 図面中に次の事項を記入する。

（１）敷地面積

（２）用途地域

（３）建ぺい率

（４）容積率

（５）建築年月

（６）構造概要

（７）建築面積（一階の床面積をいう。以下同じ ）。

（８）建物延べ床面積

（※省略）
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第８章 消費税等調査

（※省略）

（調査）

第１１６条 土地等の権利者等が消費税法第2条第4号に規定する事業者であるときの調査は、

次に掲げる資料のうち消費税等の額又は消費税等相当額の補償の要否を判定等するために必

要な資料を収集することにより行うものとする。

一 前年又は前事業年度の「消費税及び地方消費税確定申告書（控 」）

二 基準期間に対応する「消費税及び地方消費税確定申告書（控 」）

三 基準期間に対応する「所得税又は法人税確定申告書（控 」）

四 消費税簡易課税制度選択届出書

五 消費税簡易課税制度選択不適用届出書

六 消費税課税事業者選択届出書

七 消費税課税事業者選択不適用届出書

八 消費税課税事業者届出書

九 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

十 法人設立届出書

十一 個人事業の開廃業等届出書

十二 消費税の新設法人に該当する旨の届出書

十三 消費税課税事業者届出書（特定期間用）

十四 特定期間の給与等支払額に係る書類（支払明細書（控 、源泉徴収簿等））

十五 特定新規設立法人に該当する旨の届出書

その他の資料十六

２ 受注者は、前項に掲げる資料が存しない等の理由により必要な資料の調査ができないとき

は、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。

（補償の要否の判定等）

第１１７条 消費税等に関する調査書は、前条の調査結果を基に作成するものとする。

２ 調査書は、消費税等相当額補償の要否判定フロー（ 国土交通省の直轄の公共用地の取得等「

（平成26年3月26日付に伴う損失の補償等に関する消費税及び地方消費税の取扱いについて」

。別添-5参考）により、補償け国土交通省国土用第149号土地・建設産業局地価調査課長通知

の要否を判定（課税売上割合の算定を含む ）するものとし、消費税等調査表（様式第14号）。

を用いて、作成するものとする。この場合において、消費税等調査表によることが不適当又

は困難と認めたときは、当該調査表に代えて判定理由等を記載した調査表を作成するものと

する。

（※省略）

第８章 消費税等調査

（※省略）

（調査）

第１１６条 土地等の権利者等が消費税法第2条第4号に規定する事業者であるときの調査は、

次に掲げる資料のうち消費税等の額又は消費税等相当額の補償の要否を判定等するために必

要な資料を収集することにより行うものとする。

一 前年又は前事業年度の「消費税及び地方消費税確定申告書（控 」）

二 基準期間に対応する「消費税及び地方消費税確定申告書（控 」）

三 基準期間に対応する「所得税又は法人税確定申告書（控 」）

四 消費税簡易課税制度選択届出書

五 消費税簡易課税制度選択不適用届出書

六 消費税課税事業者選択届出書

七 消費税課税事業者選択不適用届出書

八 消費税課税事業者届出書

九 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

十 法人設立届出書

十一 個人事業の開廃業等届出書

十二 消費税の新設法人に該当する旨の届出書

十三 消費税課税事業者届出書（特定期間用）

十四 特定期間の給与等支払額に係る書類（支払明細書（控 、源泉徴収簿等））

十五 特定新規設立法人に該当する旨の届出書

高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書十六

その他の資料十七

２ 受注者は、前項に掲げる資料が存しない等の理由により必要な資料の調査ができないとき

は、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。

（補償の要否の判定等）

第１１７条 消費税等に関する調査書は、前条の調査結果を基に作成するものとする。

２ 調査書は、消費税等相当額補償の要否判定フロー（ 国土交通省の直轄の公共用地の取得等「

令和元年9月25日付に伴う損失の補償等に関する消費税及び地方消費税の取扱いについて （」

。別添-5参考）により、補償の要け国土交通省国土用第29号土地・建設産業局総務課長通知

否を判定（課税売上割合の算定を含む ）するものとし、消費税等調査表（様式第14号）を用。

いて、作成するものとする。この場合において、消費税等調査表によることが不適当又は困

、 。難と認めたときは 当該調査表に代えて判定理由等を記載した調査表を作成するものとする

（※省略）
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第１１章 再算定業務

（再算定業務）

第１３４条 再算定業務とは、建物等の補償額について再度算定する（再調査して算定する場

合を含む ）ことをいう。。

（再算定の方法）

移第１３５条 建物等の補償額の再算定は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、従前の

補償額の算定方法により行うものとする。転工法及び

一 補償額の算定項目、算定方法等に係る基準、運用方針又は調査算定要領等が改正されて

いる場合には、改正後の基準等により算定する。

二 再調査の結果が現調査表の内容と異なる場合は、再調査の結果に基づき補償額を算定す

る。この場合における移転工法は、監督職員の指示による。

（※省略）

第１１章 再算定業務

（再算定業務）

第１３４条 再算定業務とは、建物等の補償額について再度算定する（再調査して算定する場

合を含む ）ことをいう。。

（再算定の方法）

第１３５条 建物等の補償額の再算定は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、従前の補

償額の算定方法により行うものとする。

一 補償額の算定項目、算定方法等に係る基準、運用方針又は調査算定要領等が改正されて

いる場合には、改正後の基準等により算定する。

二 再調査の結果が現調査表の内容と異なる場合は、再調査の結果に基づき補償額を算定す

る。この場合における移転工法は、監督職員の指示による。

（※省略）
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様式第６号

履 行 状 況 報 告

提 出 日 等 年 月 日（ 月分）

業 務 名

履 行 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

作業項目 主な作業内容 履行状況・今後の作業見込等 備 考

総括監督員 主任監督員 監督員 主任担当者 担当技術者

(注)１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４判縦とする。

２ 提出は、原則毎月とするが、監督職員の指示により監督職員の指示する時期とするこ

とができる。その際は必要に応じて「（ 月分）」は修正すること。（例：「四半期毎

に提出」の場合「（第 四半期分）」など。）

３ 記載する内容は、業務の履行状況が把握できる内容とし、簡潔に記載すること。

４ 「作業項目」の欄は、業務内容を項目分けした名称を記載するものであり、「建物等

調査（○○地区）」のように地区毎に分類して記載しても良い。

５ 「主な作業内容」の欄は、各項目の主な作業内容、作業数量などを記載すること。

６ 「履行状況・今後の作業見込等」の欄は、履行状況を記載及び、各作業の終了予定時

期などの今後の作業見込等を記載すること。（※「約○％」等の数値での記載も可とす

る。）

様式第６号の１

用 地 調 査 等 業 務 日 報

期 日 年 月 日

自 年 月 日

施 行 期 間

至 年 月 日

業 務 の 名 称

調 査 等 の 箇 所

業務及びその内容

その他必要事項

総括監督員 主任監督員 監督員 主任担当者 担当技術者

(注) 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判縦とする。
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削除 様式第６号の２

総括監督員 主任監督員 監 督 員 主任担当者 担当技術者用地調査業務週報

期 日 ・ 天 候 ・ 気 温 業 務 及 び そ の 内 容

天 候

月 日(月)

気 温

天 候

月 日(火)

気 温

天 候

月 日(水)

気 温

天 候

月 日(木)

気 温

天 候

月 日(金)

気 温

天 候

月 日(土)

気 温

天 候

月 日(日)

気 温

特 記 事 項

(注) 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判縦とする。
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様式第１３号の１

居 住 者 調 査 表

調 査 整 理
調査者

（自家・家主） 年月日 番 号

都 郡 町
建 物 所 在 地 府 区 大字 字 番地

県 市 村

都 郡 町
建物所有者住所 府 区 大字 字 番地

県 市 村

建 物 所 有 者 法人を代表する者 電話
氏 名 又 は 名 称 の氏名及び住所 番号 局 番(呼)

土 地 の 所 有 者

住 所 ・ 氏 名

建物取得年月日 建物の 居 住 年 月 日
不明の時 年 月 日 不明の時 年 月 日
は 推 定 取得方法 は 推 定

建 物 の 居 住 者

続 柄 氏 名 生 年 月 日 所 在 地 職 業

世 帯 主 年 月 日

年 月 日

年 月 日

建物に借家・借間人が居住している場合

貸家 借家 貸家 権利金 契 約 契約書
の別 貸 主 人氏名 家 賃 面積

貸間 借間 貸間 敷 金 年月日 の有無

円 ㎡ 円 有・無

戸籍簿等の調査

住居面積使 用 状 況

摘 要

配偶者居住権に関する調査結果

配偶者居住権の 存続 権利の
有・無 終身・ 年

有 無 期間 始 期

上 記 認 定 理 由

配偶者居住権者 配 偶 者 居 住 権 者

の 氏 名 の 住 所

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４判縦とする。

注２ 調査を行った項目についてのみ記載する。ただし、「配偶者居住権の有無」「上記認定理

由」は、必ず調査結果を記載する。

様式第１３号の１

調 査 年 月 日 調

査居 住 者 調 査 表

者（自 家）

住 所

氏 名 又 は 名 称

法人を代表する者 電話

住 所 及 び 氏 名 番号

土 地 の 所 有 者

住 所 氏 名

取 得 年 月 日 年 月 日 居 住 年 月 日 年 月 日

続 柄 氏 名 生 年 月 日 摘 要

世 帯 主 年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

使 用 状 況 住居面積 ㎡

摘 要

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判縦とする。( )
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様式第１３号の２

居 住 者 調 査 表

調 査 整 理
調査者

（借家・借間） 年月日 番 号

都 郡 町
住 所 府 区 大字 字 番地

県 市 村

氏 名 電話
局 番(呼)

又 は 名 称 番号

続 柄 氏 名 生 年 月 日 職 業 勤務先所在地

世帯主又は
年 月 日法人を代表

する者

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

権 利 金
家 主 氏 名 家 賃 月 円 円

敷 金

借 家 面 積 借間面積 ㎡ 住居面積 ㎡

借家・借間 契 約 賃貸借契
年 月 日 年 約書、住

契約年月日 期 間 民票等の
有無

使用 状況 入居日 入居

年 月 日 期間 年

備 考 家賃差について、特記すべき事情がある場合は、当該欄に記載する。

(注) 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４判縦とする。

様式第１３号の２

調 査 年 月 日 調

査居 住 者 調 査 表

者（家 主）

住 所

氏 名 又 は 名 称

法人を代表する者 電話

住 所 及 び 氏 名 番号

土 地 の 所 有 者

住 所 氏 名

取 得 年 月 日 年 月 日

貸 家 貸 家 借 家 家 賃 貸 家 権利金 契 約 契約書

貸間の別 貸間所在地 借間人氏名 貸間面積 敷 金 年月日 の有無

円 ㎡ 円

使 用 状 況

摘 要

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判縦とする。( )
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削除 様式第１３号の３

　　　　　（借家・借間）

住            所
氏名又は名称

法人を代表する者
住所及び氏名

続　　　柄 生年月日

世帯主又は
法人を代表
す　 る 　者

　　年　　月　　日

家　主　氏　名 家　　賃

借　家　面　積
借　間　面　積

借  家 ・借  間
契 約 年 月 日

契　　約
期　　間 年

使  用  状  況

家賃差について
特記すべき事情

(注)　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判縦とする。

居　住　者　調　査　表

電話番号

摘要

調査年月日

賃貸借契
約書、住
民票等の

有無

権利金
敷   金 円

㎡

調
査
者

氏名

居住又は使用開始日

　　年　　月　　日

居住又は使用期間

　　年　　　　　月

　　　　年　  　月　  　日

円／月

㎡
住  居  面  積
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様式第１４号

消 費 税 等 調 査 表

調査者 印 年月日（１／２）

都道 郡 町

府県 市 区 村 大字

都道 郡 町
住 所

府県 市 村 大字

調査対象者

氏 名 又 は

法人・代表者名

調 査 対 象 物 件 名 ・ 用 途 調 査 対 象 物 件 の 資 産 の 区 分

□ 事業用資産

□ 家事共用資産

基準期間 年 月 日 ～ 年 月 日

前年(個人)又は
年 月 日 ～ 年 月 日

前事業年度

□ 前年又は前事業年度の「消費税及び地方消費税確定申告書（控）」

□ 基準期間に対応する「消費税及び地方消費税確定申告書（控）」

□ 基準期間に対応する「所得税又は法人税確定申告書（控）」

調 □ 消費税簡易課税制度選択届出書

査 □ 消費税簡易課税制度選択不適用届出書

・ □ 消費税課税事業者選択届出書

収 □ 消費税課税事業者選択不適用届出書

集 □ 消費税課税事業者届出書

し □ 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

た □ 法人設立届出書

資 □ 個人事業の開廃業等届出書

料 □ 消費税の新設法人に該当する旨の届出書

□ 消費税課税事業者届出書（特定期間用）

□ 特定期間の給与等支払額に係る書類(支払明細書(控)、源泉徴収簿等)

□ 特定新規設立法人に該当する旨の届出書

高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書□

□ その他の資料

(注) 1 用紙の大きさは、日本 規格Ａ列４判縦とする。産業

2 本調査表には、 を添付すること。消費税等相当額補償の要否判定フロー（標準）

様式第１４号

消 費 税 等 調 査 表

調査者 印 年月日

都道 郡 町

府県 市 区 村 大字

都道 郡 町
住 所

府県 市 村 大字

調査対象者

氏 名 又 は

法人・代表者名

調 査 対 象 物 件 名 ・ 用 途 調 査 対 象 物 件 の 資 産 の 区 分

□ 事業用資産

□ 家事共用資産

基 準 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

前年(個人)又は
年 月 日 ～ 年 月 日

前事業年度

□ 前年又は前事業年度の「消費税及び地方消費税確定申告書（控 」）

□ 基準期間に対応する「消費税及び地方消費税確定申告書（控 」）

□ 基準期間に対応する「所得税又は法人税確定申告書（控 」）

□ 消費税簡易課税制度選択届出書

調 □ 消費税簡易課税制度選択不適用届出書

査 □ 消費税課税事業者選択届出書

・ □ 消費税課税事業者選択不適用届出書

収 □ 消費税課税事業者届出書

集 □ 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

し □ 法人設立届出書

た □ 個人事業の開廃業等届出書

資 □ 消費税の新設法人に該当する旨の届出書

料 □ 消費税課税事業者届出書（特定期間用）

□ 特定期間の給与等支払額に係る書類(支払明細書(控)、源泉徴収簿等)

□ 特定新規設立法人に該当する旨の届出書

□ その他の資料

(注) 用紙の大きさは、日本 規格Ａ列４判縦とする。1 工業

本調査表には、 を添付すること。2 表ー１及び表－２
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（２／２）

前年（個人）又は前事業年度の □有（下記へ）

「消費税及び地方消費税確定申告書（控）」 □無

資 料 「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認書 □有（個別対応方式の共

類」の有無及び承認割合について 用資産へ）

※本資料は補償対象物件が共用（課税・非課税資

産である場合のみ収集する。 □無（下記へ）

本

① 課税資産の譲渡等の対価の額（税抜き） 円

補 償 用

則 ② 資産の譲渡等の対価の額（税抜き） 円

課税売上割合 ③ 土地買収代金額等

課 （区分地上権、地役権設定代金を含む） 円

税 補償用課税売 ① 円

上割合の算出 ＝ ％

①／(②＋③) ② 円＋③ 円

事

補償用課税売 補 償 用 課 税 □ ９５％以上である

上 割 合 の 率 売 上 割 合 率 □ ９５％未満である（下記へ）

業

補償用課税売 補 償 用 課 税 □ ５億円超えである（下記へ）

上 割 合 の 率 売 上 高 の 額 □ ５億円以下である

者

□ 一括比例配分方式を採用している

前年又は前事業年度の （一括比例配分方式へ）

関 採 用 方 式 「消費税及び地方消費

税確定申告書(控)」 □ 個別対応方式を採用している

（個別対応方式へ）

係

□ イ 課税売上げにのみ対応するもの

個別対応方式 補償対象物件 □ ロ 非課税売上げにのみ対応するもの

□ イ及びロに共通するもの（下記へ）

個別対応方式 一 消費税等相当額×（１－補償用課税売上割合又は共用資産の承認割合）

の 共 用 資 産 部 円×（１－０． ）＝

補

一括比例配分 償 消費税等相当額×（１－補償用課税売上割合）

方 式 円×（１－０． ）＝

表
－
１

消
費

税
等

相
当

額
補

償
の

要
否

判
定

フ
ロ

ー
（

標
準

）

Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｔ

【
表
－
２

に
よ
る
】

YE
S

NO
〔
課
税
事
業
者
〕

NO
法

人
か

基
準
期
間
の
課
税

売
上
高
が

基
準
期
間
の
課
税
売
上

高
が
5,
00
0万

円
課
税
売
上
割
合

が
95
％
以
上
か
つ

1,
00
0万

円
以
下
か

以
下
か

課
税
売
上
高
が

５
億
円
以
下
か

NO
YE
S

YE
S

YE
S

NO

個
人
事
業

者
の

YE
S

課
税
事
業
者
を

YE
S

YE
S

NO
簡
易
課
税
制
度
を
選

択
し
て
い
る
か

事
業
用
資

産
か

選
択
し
て
い

る
か

NO
No

〔
家
事
用
資
産
〕

特
定

期
間
の
課
税
売
上
高

NO
課

消
又
は
給
与
等
支
払

額
総
額
が

イ
課
税
売

上
げ
に
の
み
対
応
す
る

も
の
か

税
費

1,
00
0万

円
以
下
か

仕
税

入
額

YE
S

仕
入
控
除
税
額
の
計

ロ
非
課
税

売
上
げ
に
の
み
対
応
す

る
も
の
か

れ
を

算
方
法
は
、
個
別
対

YE
S

等
区

応
方
式
か

〔
免
税
事
業
者
〕

に
分

ハ
イ
及
び

ロ
に
共
通
す
る
も
の
か

係
す

NO
る

る
一

括
比
例

配
分
方
式

消
費
税
等
相
当
額
の
全
部

を
補
償

消
費
税
等
相
当
額
の
補

償
不
要

消
費
税
等
相
当
額
の
一
部
を

補
償

（
注
）
①

消
費
税
等
相

当
額
と
は
、
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
相
当
額
を

い
う
。

②
上
記
フ
ロ
ー

は
、
消
費
税
等
相
当
額
補

償
の
要
否
判
定
の
目
安

で
あ
る
た
め
、
収
集
資
料

等
に
よ
り
補
償
の
要
否

を
個
別
に
調
査
・
判
断

の
上
、
適
正
に
損
失
の
補

償
等
を

算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

③
消
費
税
等
相

当
額
の
要
否
判
定
経
路
を

朱
書
き
等
で
記
入
す
る

も
の
と
す
る
。
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消
費

税
等
相

当
額
補

償
の
要

否
判

定
フ

ロ
ー
（

標
準
）

Ｓ
Ｔ
Ａ

Ｒ
Ｔ

YE
S

NO
〔

課
税

事
業

者
〕

NO
法

人
か

基
準

期
間
の

課
税

売
上

高
が

基
準
期

間
の

課
税

売
上

高
が

5,
00

0万
円

課
税

売
上

割
合

が
95

％
以

上
か

つ
1,

00
0万

円
以

下
か

以
下
か

課
税

売
上

高
が

５
億

円
以

下
か

NO
YE

S
YE

S
YE

S
NO

個
人

事
業

者
の

YE
S

課
税

事
業

者
を

YE
S

YE
S

NO
簡
易

課
税

制
度

を
選

択
し

て
い

る
か

事
業

用
資

産
か

選
択
し

て
い

る
か

NO
No

〔
家

事
用

資
産

〕

特
定

期
間

の
課

税
売

上
高

NO
課

消
又

は
給

与
等

支
払

額
総

額
が

イ
課

税
売

上
げ

に
の

み
対

応
す

る
も

の
か

税
費

1,
00

0万
円

以
下

か
仕

税
入

額
YE

S
仕

入
控

除
税

額
の

計
ロ

非
課

税
売

上
げ
に

の
み

対
応

す
る

も
の

か
れ

を
算

方
法

は
、

個
別

対
YE

S
等

区
応

方
式

か
〔

免
税

事
業

者
〕

に
分

ハ
イ

及
び

ロ
に

共
通

す
る

も
の

か
係

す
NO

る
る

一
括

比
例

配
分

方
式

消
費

税
等

相
当

額
の

全
部

を
補

償
消

費
税

等
相

当
額

の
補

償
不

要
消

費
税

等
相

当
額

の
一

部
を

補
償

（
注

）
①

消
費

税
等

相
当

額
と

は
、

消
費
税

及
び

地
方

消
費

税
相

当
額

を
い
う

。
②

上
記

フ
ロ

ー
は

、
消

費
税

等
相
当

額
補

償
の

要
否

判
定

の
目

安
で
あ

る
た

め
、

収
集

資
料

等
に

よ
り

補
償

の
要

否
を

個
別

に
調

査
・
判

断
の

上
、

適
正

に
損

失
の

補
償

等
を

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

③
消

費
税

等
相

当
額

の
要

否
判

定
経

路
を

朱
書

き
等

で
記

入
す

る
も
の

と
す

る
。

表－２

前年（個人）又は前事業年度の □有（下記へ）

「消費税及び地方消費税確定申告書（控）」 □無

資 料 「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認書 □有（個別対応方式の共

類」の有無及び承認割合について 用資産へ）

※本資料は補償対象物件が共用（課税・非課税資

産である場合のみ収集する。 □無（下記へ）

本

① 課税資産の譲渡等の対価の額（税抜き） 円

補 償 用

則 ② 資産の譲渡等の対価の額（税抜き） 円

課税売上割合 ③ 土地買収代金額等

課 （区分地上権、地役権設定代金を含む） 円

税 補償用課税売 ① 円

上割合の算出 ＝ ％

①／(②＋③) ② 円＋③ 円

事

補償用課税売 補 償 用 課 税 □ ９５％以上である

上 割 合 の 率 売 上 割 合 率 □ ９５％未満である（下記へ）

業

補償用課税売 補 償 用 課 税 □ ５億円超えである（下記へ）

上 割 合 の 額 売 上 高 の 額 □ ５億円以下である

者

□ 一括比例配分方式を採用している

前年又は前事業年度の （一括比例配分方式へ）

関 採 用 方 式 「消費税及び地方消費

税確定申告書(控)」 □ 個別対応方式を採用している

（個別対応方式へ）

係

□ イ 課税売上げにのみ対応するもの

個別対応方式 補償対象物件 □ ロ 非課税売上げにのみ対応するもの

□ イ及びロに共通するもの（下記へ）

個別対応方式 一 消費税等相当額×（１－補償用課税売上割合又は共用資産の承認割合）

の 共 用 資 産 部 円×（１－０． ）＝

補

一括比例配分 償 消費税等相当額×（１－補償用課税売上割合）

方 式 円×（１－０． ）＝



新 旧


